
遊漁規則の変更内容 

【漁業権番号】内共第１０号 

【関係漁業協同組合】揖斐川久瀬漁業協同組合 

変 更 後 変 更 前 

変更理由 施行予

定年月

日 

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組

合に申請してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、               口頭

で、遊漁承認申請書を提出又はオンラインシステムによりしなければ

ならない。 

３ 組合は、第一項の規定による申請があったときは、                          

                                  

                                 

                                   

                           第１３

条に規定する場合を除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 略 

 

第３条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第４条 遊漁による漁具・漁法は、次の表の左欄に掲げる漁具・漁法に

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組

合に申請してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭

で、遊漁承認申請書を提出又はオンラインシステムによりしなけれ

ばならない。 

３ 組合は、第一項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣によ

る遊漁の場合には第１０条に規定する場合を除き、その他の場合に

は当該遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しく

は他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う

水産動植物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第１０

条に規定する場合を除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 略 

 

第３条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第４条            次の表の左欄に掲げる漁具・漁法に
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限るものとし、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければなら

ない。 

漁具・漁法 規  模 

手釣・竿釣（餌釣〈あゆを除

く〉、毛針釣、ルアー釣、友

釣〈リール及びあゆルアーの

使用可〉、ガリ） 

なし 

たも網 たも網の口径は４０㎝以下 

 

第５条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

魚種 漁具・漁法 遊漁料 現場加算 

料 日釣 年釣 

あゆ・雑魚

共通 

手釣・竿釣 

・たも網 

1,500円 4,500円 500円 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は次のとおり

とする。ただし、中学生以下を除き減免を受けようとする者はこれを

証する手帳・書類等を提示しなければならない。 

魚  種 区  分 
遊漁料 現場加算

料 日 釣 年 釣 

あゆ・雑魚

共通 

心身障がい者

（身体障がい者

手帳又は療育手

帳の所持者） 

５００円 
２，０

００円 
５００円 

中学生以下 無 料 無 料 ― 

よる遊漁は、 それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければなら

ない。 

漁具・漁法 規  模 

手釣・竿釣（餌釣〈あゆを除

く〉、毛針釣、ルアー釣、友

釣〈リール及びあゆルアーの

使用可〉、ガリ） 

なし 

  

 

第５条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は、次のとおりとする。 

魚種 漁具・漁法 遊漁料 現場加算

料 日釣 年釣 

あゆ・雑魚

共通 

手釣・竿釣 

     

1,500円 4,500円 500円 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料は次のとおり

とする。ただし、中学生以下を除き減免を受けようとする者はこれを

証する手帳・書類等を提示しなければならない。 

魚  種 区  分 
遊漁料 現場加算

料 日 釣 年 釣 

あゆ・雑魚

共通 

心身障がい者

（身体障がい者

手帳又は療育手

帳の所持者） 

５００円 
２，０

００円 
５００円 

中学生以下 無 料 無 料 ― 
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３ 遊漁料は、組合の指定する遊漁証取扱所、又は組合が指定するオン

ラインシステムにおいて納付しなければならない。ただし、日釣によ

る遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付す

ることができる。この場合には、第１項及び第２項に規定する現場加

算料をあわせて納付するものとする。 

４ 前項に規定する指定遊漁証取扱所、オンラインシステムは、組合の

掲示板又はウェブサイトにて公表するものとする。 

 

第９条 略 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第１０条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、次に掲げる事項

を記載した遊漁承認証（オンラインシステムにより発行されるものを

含む。）を遊漁者に交付するものとする。 

（１）承認を受けた者の氏名、住所 

（２）承認期間 

（３）魚種 

（４）漁具・漁法 

（５）遊漁区域 

（６）遊漁料の額 

（７）注意事項 

（８）その他参考となるべき事項 

（９）発行者名 

２ 前項（１）に規定する事項は、日釣遊漁承認証においてこれを省略

することができる。 

３ 遊漁承認証の交付は、第８条第３項に規定する遊漁証取扱所、組合

が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものと

する。 

４ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

３ 遊漁料は、組合の指定する遊漁証取扱所、又は組合が指定するオン

ラインシステムにおいて納付しなければならない。ただし、日釣によ

る遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付す

ることができる。この場合には、第１項及び第２項に規定する現場加

算料をあわせて納付するものとする。 

 

 

 

第９条 略 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第１０条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、次に掲げる事項

を記載した遊漁承認証（オンラインシステムにより発行されるものを

含む。）を遊漁者に交付するものとする。 

（１）承認を受けた者の氏名、住所 

（２）承認期間 

（３）魚種 

（４）漁具・漁法 

（５）遊漁区域 

（６）遊漁料の額 

（７）注意事項 

（８）その他参考となるべき事項 

（９）発行者名 

２ 前項（１）に規定する事項は、日釣遊漁承認証においてこれを省略

することができる。 

 ３ 遊漁承認証の交付は、前条第２項に規定する場所     、組合

が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものと

する。 

４ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

ため 
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第１１条から第１３条 略 

 

第１１条から第１３条 略 


